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令和 3 年度 
第３回神埼市地域公共交通会議・第３回神埼市地域公共交通活性化協議会 

 
○開催日時 令和 4 年 3 月 25 日（金）10 時 00 分～11 時 00 分 
 
○開催場所 神埼市役所 3 階大会議室 
 
○出席者 

［委 員］舩津清（区長会）・森﨑三善（区長会）・重松美文（民生児童委員）・

永沼功（神埼市商工会）・吉原俊樹（神埼町住民代表）・佐藤悦子   

（千代田町住民代表）・實松英治（脊振町住民代表）・小山淳也   

（ジョイックス交通）・岡本卓也（西鉄バス）・江上康男（佐賀県バス

タクシー協会）・松原陽介（佐賀運輸支局）・宮崎厚志（佐賀東部土木

事務所）・鷲崎文徳（神埼警察署）・山下嘉子（佐賀県地域交流部さが

創生推進課）・中島勝利（市総務企画部長） 計 15 名出席  
   ［事務局］音成栄志・安陪邦勇・執行祐恒 
 
○傍聴人  なし 
 
○会議次第 

１ 開会 
２ 報告 
 （１） 地域公共交通確保維持改善事業における事業評価の実施について 
 （２） 神埼市巡回バス事業の運行実績について 

 ３ 議題 
  （１） 令和４年度事業計画（案）について 
  （２） 令和４年度歳入歳出予算（案）について 

４ その他 
５ 閉会 

 

 

※ 上記の会議録の内容は別紙のとおり 
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別紙 
会 議 録 

 
１ 開 会 
 
２ 報告 
 
事務局   総委員 19 名中過半数の出席により、交通会議設置要綱第 6 条第 2 項   

並びに法定協議会規定第8条第2項により委員本会議が成立していることを

報告。 
      交通会議設置要綱第 5 条第 2 項並びに法定協議会規定第 5 条第 2 項に  

より神埼市総務企画部長が会長となる。 
      交通会議設置要綱第 6 条第 1 項並びに法定協議会規定第 8 条第 1 項に  

より会長が議長となる。 
 
 
（１） 地域公共交通確保維持改善事業における事業評価の実施について 
（２） 神埼市巡回バス事業の運行実績について 
 
議 長   一括して事務局に説明を求める。 
 
事務局   説明 
 
議 長   質疑を求める。 
 
委 員   NORARU について、バス停からバス停の移動手段とされているが、利用

者から見ればタクシー代わりといった側面もあることから、自宅まで迎えに

行く形態とはできないのか。 
 
事務局   他市町の運行例では自宅を発着とした運行も見受けられるが、本市では 

あくまで公共交通網の補完を目的としており、定時定路線で運行する路線 

バスの代替として、バス車両に代わりタクシー車両を用いて運行している。 
 
委 員   例えば、NORARU として運行する区間外（バス停まで、バス停から）を

通常のタクシーとして運行することはできないのか。 
 
委 員   使い方として検討はできるものの、例えば仁比山地区では乗合による利用

が一定数あり、複数の目的地が設定されていることから、全てのケースで 
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対応できるものではない。 
 
議 長  巡回バスは定時定路線で運行しているが、交通量が少ない区間にあっては 

フリー乗降区間として、区間内であれば自由に乗降できることとしている。 
対して、デマンドタクシー（NORARU）はコースを定めず、できるだけ   

最短で移動できる手段としていることから、バス停間の移動とは言いながらも、

例えば自宅にできるだけ近い場所で乗降できるようにするなど、利用者の要望

に応えられるように取り組んでいきたいと考えている。 
まずは乗って頂き、使い勝手を含め知って頂ければ、利用も増えてくるの 

ではないかと考えている。 
また、地元説明会を実施する際には柔軟な対応が可能であることも含め説明

に努めていきたい。 
 
委 員  予約型乗合タクシーの利用に壁を感じる意見が利用者から寄せられている

との話であるが、関連する話として、予約型乗合タクシーと聞くと、やはり  

タクシーをイメージしてしまい、期待との差を感じる方もいるのではないか。 
例えば名称を工夫するなどして、実際の運行形態をイメージできるように 

したらどうか。 
 
議 長  我々も乗合タクシーと表現することによる勘違いを危惧していた中、この度

採用頂いた NORARU という愛称にはタクシーの文字が入っていない。今後の

説明でも「タクシー」と「乗合タクシー」との違いを丁寧に説明するよう   

努めていきたい。 
 
委 員  愛称自体にはタクシーの文字がないとしても、NORARU とは何かと聞かれ、

乗合タクシーと言われると、また文字で見てしまうと、説明の時点から誤解 

されてしまうのではないか。 
 
議 長  我々もタクシーという文字を外したいと常々思ってはいる。NORARU に 

ついて、あくまで巡回バスと同様の活用方法、住民さんの移動手段として、  

乗合で移動できる車両としてタクシー車両を用いている旨をしっかり説明 

していきたい。 
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３ 議題 
 
（１） 令和４年度事業計画（案）について 
（２） 令和４年度歳入歳出予算（案）について 
 
議 長   一括して事務局に説明を求める。 
 
事務局   説明 
 
議 長   質疑を求める。 
 
      質疑無し 
 
議 長   挙手により承認を求める。⇒承認される。 
 
 
４ その他 
 
 
５ 閉会 


